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男女青第 1 7 0 号

平成 2 5 年 2 月 1 2 日

岡山県県民生活部男女共同参画青少年課長

（公印省略）

平成 2 5 年度内閣府青年国際交流事業の参加青年募集について（依頼）

内閣府では、日本と世界各国の青年の交流を通して、相互理解と友好を深め、広い国際

的視野と国際協調の精神を身につけた次代を担うにふさわしい青年を育成するため、青年

国際交流事業を実施しています。

このたび、別添の応募要領のとおり平成 2 5 年度に実施する事業の参加青年を募集して

いますので、県内の多くの青年が応募されるよう、ポスターの掲示及びリーフレットの配

布など、周知方よろしくお願いします。

1 平成 2 5 年度内閣府青年国際交流事業

( 1 ）国際青年育成交流事業

( 2 ）日本・韓国青年親善交流事業

( 3 ）「東南アジア青年の船」 事業

言己

(4 ）青年社会活動コアリーダー育成プログラム

2 岡山県における申込受付期間

平成 2 5 年 2 月 1 2 日（火）～ 3 月 2 9 日（金）必着

3 参加申込書等の提出先及び問い合わせ先

岡山県県民生活部男女共同参画青少年課（担当：古宮）

〒 700-8570 岡山市北区内山下 2-4-6

電話： 086-226-0557

4 その他

それぞれの事業の事業概要、応募要領及び参加申込書等は、内閣府ホームページ

Ch tt p: I /www. c ao. go. j p/ko ryu／）にも掲載されています。



岡山県

平成 2 .5 年度内閣府青年国際交流事業の応募方法等について
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；欠の書類を 3 月 2 9 日（金）まで（必着）に岡山県庁男女共同参画青少年課へ提出
してく ださい。
・参加申込書（様式 1 ) 
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.健康診断書（様式 2 ) 
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・中間選考
岡｜ ｜｜県で書官i選与を行い 、｜人l 開府に＋if'J）さ し ます。 ~I~ 担＇［~汚 U） キr'i';J.l: は 4 JJ ト 11J 刷、

1,L；、持者今に Jill知します。

・第 2 次選考
内閣府において、第 2 次選与の受験者を決定し、第三次j主与が行われます。（選

考試験を受けるために必変な交通刊等は、本人の負iH となります。 ）
＜~施場所 1J 1 央台 J1iJ fr~ド~~ 4 ~；自己（東）；（出了代｜刊 J;<:)

. ＊！血則｜！ 日 J J 1J11 !J ~ (] JJ H1JU) 1 11 

・最終選考
;:f}2 次選考 ｛＇；－格汗は、事 1ifi 1iJf 修 に参）J I I し 、そU〕料収；を附まえ l1H:冬｜刊に参）JI I汗が決

:Jごされます。
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IJmJTJ後｜ 内問府や ｜吋 1 11県の市年出外派出事業 （）） 参）JI IrレI 'ti， でキf l織する 「 if(i] 111 I与年 i r'J際交流会」
ω日到） I に人会して、 11可際交流町四jを 1J1 心とした地域日目jに取り市｜｜むことが J~t 本にな り ます。

その他
詳細は、それぞれの事業の応募要領をご覧ください。
※内閣府ホームページ参照（h l l l] //www cao. go. j p/koryu/) 


